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「平成 31年度地方労働行政運営方針」の策定について 

 

 

厚生労働省は、本日付けで「平成 31年度地方労働行政運営方針」を策定しました。 

各都道府県労働局においては、この運営方針を踏まえつつ、各局の管内事情に即した重点課題・対応方

針などを盛り込んだ行政運営方針を策定し、計画的な行政運営を図ることとしています。 

 

「平成 31年度地方労働行政運営方針」の概要は以下のとおりです。 

１ 平成 31年度地方労働行政の重点施策  

（１）働き方改革による労働環境の整備、生産性向上の推進等 

  働き方改革に取り組む中小企業・小規模事業者等に対する支援等、長時間労働の是正を始めとす

る労働者が健康で安全に働くことができる職場環境の整備等、雇用形態に関わらない公正な待遇の

確保、医療従事者の働き方改革の推進、総合的なハラスメント対策の推進、個別労働関係紛争の解

決の促進、柔軟な働き方がしやすい環境整備等、治療と仕事の両立支援、生産性の向上等に向けた

各種取組を実施する。 

 

（２）人材確保支援や多様な人材の活躍促進、人材投資の強化 

職業紹介業務の充実強化による効果的なマッチングを推進し、人材不足分野などにおける人材確

保と雇用管理改善等を推進する。    

また、女性、障害者、高年齢者、若者、生活困窮者等の活躍促進、職業生活と家庭生活の両立支

援、外国人材の受入れの環境整備等に向けた各種取組を実施する。 

さらに、国の人材開発行政の拠点として、公的職業訓練の推進、労働者・企業の職業能力開発へ

の支援等を推進する。 
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（３）労働保険適用徴収担当部署の重点施策 

労働保険の未手続事業一掃対策を推進するとともに、労働保険料等の適正徴収等を実施する。 

 

（４）毎月勤労統計調査に係る雇用保険、労災保険等の追加給付 

   毎月勤労統計調査に係る雇用保険、労災保険、船員保険及び雇用調整助成金等の事業主向け助成

金の追加給付について着実に実施する。 

 

（５）東日本大震災からの復興支援 

被災地の本格的な雇用復興のための産業政策と一体となった雇用機会創出への支援、原子力災害

の影響による失業者の雇用機会創出への支援、福島への帰還を希望する者等への就職支援を推進す

るとともに、東電福島第一原発等における安全衛生管理対策や、除染等業務、特定線量下業務及び

事故由来廃棄物等処分業務の従事者の放射線障害防止対策、復旧・復興工事災害防止対策の徹底を

図る。 

 

 ２ 地方労働行政の展開に当たり留意すべき基本的事項  

各地域における総合労働行政機関として、地方公共団体、労使団体等との連携を図るとともに、

労働行政に対する理解と信頼を高めるための積極的広報の実施、地域に密着した行政を展開する。

また、行政文書及び保有個人情報の厳正な管理、情報公開制度等に基づく開示請求等への適切な対

応、綱紀の保持、行政サービスの向上等の取組を推進する。 

 


